
葛飾区体育施設条例の一部を改正する条例

(改正部分抜粋) 新 旧対照表葛飾区体育施設条例

現 行

第 1条  御 勧

(名称等)

第 2条  体 育施設の名称、施設及び位置は、別表第 1

のとおりとする。

2 (田紳

第 3条 から第 15条 まで  仰 勧

(利用料金)

第 16条 施設の利用に係る料金 (以下 「施設利用料

金」という。)は別表第 3に 定める額の範囲内にお

いて、体育施設備付器具の利用に係る料金は1件 1

回につき9,000円 の範囲内において、駐車場の利用

に係る料金 (以下 晴車 場利用料金」という。)は別

表第4に 定める額の範囲内において、あらかじめ委

員会の承認を得て、指定管理者が定める.

2か ら6ま で 仰御

第 17条から第 21条 まで  (田各)

別表第 1(第 2条 、第5条 関係)

改正案

第 1 条  ( Ю

(名'称等)

第 2条  体 育施設の名称、施設及び位置は、別表第 1

のとおりとする。

2 ( 略 )

第 3条 から第 15条まで  (略 )

僻|!用米半全≧)

第 16条 施 設の利用に係る料金(以下 「施設利用料々

金Jと いう.)は 別表第 3に 定める額の範囲内にお

いて、体育施設備イ寸器具の利用に係る料金は1作 1

回につき9,000円の範囲内において、駐車場の利用

に係る料金(以下 「駐錫 噂用料金Jと いう。)は別

表第4に 定める額の範囲内において、あをっかじめ委

員会の病認を得て、指定管理者が定める。

2か ら6ま で (略)

第 17条から第21条 まで  仰 御

別表第 1(第 2条、第 5条 関係)

別表第 2 (崎

別表第 3(第 16条関係)

1の部から3の部まで (略 )

柘i 受

別表第2  (田各)

別表第3(第 16条1割系)

1の部から3の部まで 御勧
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現

施設の
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5の部 (略 )

別表第4(略 )

5α)音悟 (田各)

別表第4 (崎

付 貝U

この条例は、平成23年 9月 1日から施行する。

4 そ の他

体育目 1体 育目的以外で韻 す

用する |1平日 1土 H程

坊   |    十 日

1,600  1 6,100

抑一円


